(規程)様式第３号(１)

	所属所コード
	

	組合員証番号
	

	＊ 貸付決定番号　第　　　　　　　号


     一般・特別・住宅・住宅災害

　　 教育・災害・医療・結婚

　　 葬祭（○で囲む）

　　

金

千万

百万

拾万

万

千

百

拾

円

公立学校共済組合貸付規程（以下「貸付規程」という。）の定めを承知の上、上記の

　金額を下記の条件により借用しました。

記

１　利息は月利とし、利率は0.2883パーセント（住宅災害貸付け及び災害貸付けにあっ

　ては、0.24パーセント）とする。ただし、ボーナス償還に係る利息は、６月を単位と

し、利率は1.7298パーセント（住宅災害貸付け及び災害貸付けにあっては、1.44パー
セント）とする。

  また、貸付規程第16条第７項に規定する元金猶予期間における利率は、0.1566パー

セントとする。

　なお、平成18年４月１日から平成21年３月31日までの間における利率は、平成18

年３月29日付け貸付規程の改正附則第２項に定める利率とし、特例期間における利率

は、貸付規程附則第４項に定める利率とする。

　２　貸付金及び利息は、貸付規程第16条の規程により、最終回の償還額を除き、元利均

　　等で毎月又は６月・12月の期末手当、勤勉手当及び期末特別手当支給月に償還します。

　３　借受人が組合員の資格を喪失したときは、給付金（埋葬料及び家族埋葬料を除く。）、

　　退職手当等から未償還元利金相当額を控除されることに異存ありません。

　４　この貸付けについて公正証書を作成する必要が生じたときは、いかなる場合でもその

　　要求に応じます。

　５　この貸付けについて訴訟が生じたときは、現住所のいかんにかかわらず、貴支部の所

　　在地の裁判所をもってその管轄とすることに異存ありません。

　　＊　平成　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公立学校共済組合静岡支部長　様


借 　受 　人

所属所名

　　　　　　　　　　　　　　　　（TEL）054-221-3132
現 住 所

〒　　　　　　　　　　　　　　　（TEL）054-221-3135
職　　名

フリガナ

　ﾔﾏﾀﾞ  ﾀﾛｳ

教　諭

氏　 名





注意 (１)  ＊印の欄は記入しないでください。

　　 (２)  借受人が自書してください。
貸 付 借 用 証 書





印





2 2 0 5 2 0





貸付申込みをする方が、自書願います。





２    ０   ０   ０   ０  ０         ０





静岡市立共済小学校





420-1234





静岡市葵区追手町4-3





山田　太郎





山田





00123456








